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研究成果の概要（和文）：思想・良心の自由にかかわる憲法条文のないアメリカにおいて、世俗的良心の憲法的
な保障が、合衆国憲法修正1条に基づく宗教行為の自由条項や表現の自由といった条文を通じてなされ、連邦最
高裁は二元的な制約類型とそれに応じた保護枠組が構築していることを明らかにした。また、それぞれの保護枠
組みについて日本の最高裁判所の判例法理との比較法的考察を行った。

研究成果の概要（英文）：In the United States,which are not found in the constitutional text 
concerning freedom of thought and conscience, constitutional guarantees of secular conscience have 
been made through the guarantees of the freedom of religious and freedom of expression under the 
First Amendment to the U.S. Constitution. This study suggests that in the U.S., dualistic doctrin of
 restrictions and protections have been established. And this study conpare the doctrins of U.S. 
Supreme Court about religious freedom and freedom of secular conscience with the case law of the 
Supreme Court of Japan.

研究分野： 憲法

キーワード： 憲法　思想・良心の自由　信教の自由　修正1条　人権の武器化

  ２版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
アメリカ連邦最高裁の宗教的自由へのアプローチと、それをめぐる議論状況を明らかにすることができた。特
に、一般的・中立的な法からの義務免除をめぐる三つのアプローチ――価値論的アプローチ、平等アプローチ、
拡張的アプローチ――の位置づけを明らかにし、日本の議論にも応用可能な普遍性をもつ法理として法義務免除
を位置付けることが可能であることを明らかにした。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。
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１．研究開始当初の背景 

本研究の申請段階において、核心をなす学術的「問い」として「日本国憲法 19 条の
思想・良心の自由の意義について、原理論的に明らかにすること」を設定した。 
 １９９０年代まで、思想・良心の自由が、いつどのような場合に、どのような人の権
利を保障しているのかについての研究は進んでいなかった。というのも、一般的に心の
中の問題に第三者が介入することは困難であるとみなされており、洗脳のような極端な
事例を除けば、思想・良心の自由を侵害することは通常不可能であると考えられていた
ためである。もし心の中の問題が表現行為や宗教的儀式として現れた場合、それらは学
問の自由・表現の自由・信教の自由の問題として取り扱えばよく、思想・良心の自由の
問題とは考えられなかった。もちろん、思想・良心の自由に実践的な意義を見出す論者
もおり、特に思想強制など国家による思想への介入に関してはすぐれた論文が著される
ようになったものの、この分野が独自の意義を持つ研究対象となっていたとは言い難い
状況であった。 

ところが、西原博史『良心の自由』(日本評論社、1995)、同〔増補版〕(日本評論社、
2001)は、個人の自律的良心保護の観点から思想・良心の自由の理論的・実践的意義を
問い直し、この自由が持つ独自の意義を明らかにした。すなわち、西原は思想・良心の
自由の主観性を強調する。すなわち、社会の一般通念からすればその重要性を理解しに
くい場合でも、ある人にとっては自己アイデンティティーとの関係で欠かすことのでき
ない重要な良心(または良心に基づく行為)である場合がありうると指摘した。そして、
そのような主観的な良心を保護するために、ケースバイケースの対応が憲法解釈上求め
られると指摘し、本研究が「法義務免除」と呼ぶ、違憲の瑕疵のない一般的・中立的な
法からの例外的な免除を憲法上の権利として位置付ける道筋を示すことに成功した。 

もっとも、本研究が「アイデンティティー的構成」と呼ぶ西原の学説は、従来の国家
による思想弾圧や行為の強制に重点を置く「中立論的構成」と対立の契機を孕む。主観
的な良心と（必ずしも思想弾圧的でない）法の対立をとする前者に対して、後者は法そ
れ自体の違憲の瑕疵を問題とする立場であり、主観的な良心に基づく例外的免除は想定
していないためである。 
 
２．研究の目的 

このような背景を踏まえ、本研究は思想・良心の自由の原理論的研究によって、アイ
デンティティー的構成と中立論的構成を並立させるような憲法１９条の枠組みの構築
を目的として設定した。このヒントとなったのが、アメリカの宗教的自由の保護枠組み
である。 

本研究申請の段階で、代表者はアメリカ合衆国の宗教的自由にかかわる判例法理およ
び学術研究の分析を公表してきた。従来の研究では、思想・良心の自由の分野でアメリ
カは比較法の対象とされてこなかったが、これは合衆国憲法における条文の不在に原因
がある。歴史的にも、合衆国憲法から初期の草稿にあった「良心」という単語を削除さ
れているなど、アメリカには思想・良心の自由に関する判例や研究成果は少なく、比較
法の対象国として不適切だと考えられてきた。しかしながら、申請以前の研究から、代
表者はアメリカには思想・良心の自由が「不在」だったわけではなく、むしろ条文上は
「信教の自由」、「表現の自由」、「修正 1 条の原理」などの文言を用いながら、日本やド
イツと同等、あるいはそれ以上に、思想・良心の自由に関する豊富な判例法理をもち、
かつ、憲法研究者によって自覚的に「思想・良心の自由」の保護のあり方が模索されて
いたことを明らかにしていた。 

このことを踏まえ、本研究では日本のアイデンティティー的構成と中立論的構成の対
比を念頭に置きながら、アメリカの宗教的自由の研究を通じて、思想・良心の自由の「制
約」と「保護」の様態の違いから、二元的な保護枠組みを提示しようと試みた。具体的
には、国家権力の限界論から出発する思想・良心の自由への「直接的な制約」とその保
護、個人のアイデンティティー保護から出発する思想・良心の自由への「間接的な制約」
とその保護について、以下のような課題を設定し、これを明らかにすることを目的とし
た。 
 
課題一 アメリカにおける思想・良心の自由の大きな保護枠組みの解明。具体的には制
約の様態・保護のあり方に焦点を当て、アメリカの理論的到達点を示す。 
課題二 アメリカと日本の比較法的研究。具体的には、アメリカの理論と日本のこれま
での判例・理論とを比較し、両国の独自の問題を明らかにするとともに、思想・良心の
自由の普遍的な理論を明らかにする。 
課題三 発展的・学際的研究。具体的には、教育法・法社会学など法学の諸分野、ある
いは教育学や社会学などの成果を参照しながら、上記の原理論的考察とあわせて、思想・
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良心の自由実現のための制度的条件や課題などを検討する。 
 
 
３．研究の方法 
 課題一、課題二については、伝統的な法学的アプローチによる日米の判例、学説の分
析を主たる研究方法とした。課題一についてはアメリカの宗教的自由についての重要判
決である Sherbert 判決、Smith 判決を軸として、それぞれの判決が形成した法理を爾後
の判例や学説から分析した。日本についてはいわゆる日の丸・君が代訴訟以降の判例、
学説に焦点を絞り、同様の分析を行った。 
 課題三について、申請時の予定では研究期間の 2 年目、３年目にアメリカ合衆国を訪
問し、そこで得た知見をもとに４年目に成果を公表する予定であった。しかしながら
COVID-19 のパンデミックの影響によりアメリカへの訪問が困難となり、研究方法に
ついての大幅な変更を余儀なくされた。このため、ロバーツ・コートの修正 1 条をめぐ
り指摘される「人権の武器化」の問題の分析に変更した。 
 
４．研究成果 
（1）アメリカの思想・良心の自由の保護枠組みについて 

課題一にかかわり、信教の自由、思想・良心の自由といった内心の自由について、ア
メリカでは二元的な制約類型と、それに対応する保護枠組みを採用していることを明ら
かにした。 
 連邦最高裁は、「一般的・中立的な法」が個人の信仰や世俗的な良心と対立した場合
に生じる負担である「間接的な制約」の問題と、特定の宗教を狙い撃ちしたり差別的に
取り扱う「一般的・中立的でない法」によって生じる負担である「直接的な制約」の問
題を区別したうえで、このような二元的な制約類型に対応する保護枠組みである、法義
務免除の法理（＝Sherbert テスト）、敵意の法理（＝Smith テスト）を発展させてきた。 

同様の枠組みは、憲法上の条文のない世俗的な思想・良心の自由にも適用される。法
義務免除については Eisgruber＆Sager の「平等な自由」論や、Koppelman の折衷的な
アプローチのように、事実上世俗的な良心も保護の対象に包摂することで、平等や中立
性の問題をクリアしようと試みる議論が有力である。これは、宗教的なコミットメント
と世俗的なそれを区別することが不公正であるとの考え方が背景にある。一方、世俗的
な良心に対する「直接的な制約」の問題については、Smith テストを適用するのではな
く、Barnette 判決に端を発する「反正統性原理」、およびそれを発展させた「思考プロ
セスの自由」の法理が発展していることを明らかにした。ここでは、パターナリスティ
ックな規制や思想狙い撃ち的な規制など、個人の思考プロセスに介入するような制約を
思考プロセスへの介入とみなし、保護の枠組みとしてはこのような政府の介入からの防
御権を想定すべきであることが明らかになった。 
  
(2) アメリカとの比較法的検討を踏まえた日本の思想・良心の自由の分析 
 アメリカの議論を踏まえ、①「一般的・中立的な法」による間接的な制約からの法義
務免除、②「一般的・中立的でない法」や個人の思考プロセスへ介入するよう政府の行
為による直接的な制約からの防御権、という二つの制約とそれに応じた保護枠組みそれ
ぞれについて、比較法的な検討を行った。 
 この観点の研究に際しては、日の丸・君が代訴訟における最高裁の論理を分析し、こ
れとアメリカの二元的な保護枠組みを比較検討するというアプローチを採用した。 
 まず日本の最高裁は思想・良心の自由への制約類型として「直接的な制約」と「間接
的な制約」を区別しており、これらがアメリカの二元的制約類型と対照されるかが問題
となる。最高裁の制約類型について詳しく見ると、「直接的な制約」については、内心
の核心部分を直接否定する場合、特定の思想を有することを外部に表明する行為を強制
する場合、個別的事情に照らして不合理な規制を課す場合の三つをさすことが明らかと
なる。一方、「間接的な制約」は敬意の表明を含む行為を強制する場合を指すもので、
これに対する判断枠組みとして「職務命令の目的及び内容並びに上記の制限を介して生
ずる制約の態様等を総合的に較量して，当該職務命令に上記の制約を許容し得る程度の
必要性及び合理性が認められるか否かという観点から判断」するという立場が採用され
る。 
 これをアメリカとの比較法的観点から評価するならば、日本の最高裁はアメリカで
「直接的制約」、すなわち Smith テストや反正統性原理、思考プロセスの自由で問題と
されるような制約類型について、「直接的な制約」と「間接的な制約」とに区分し、異
なる違憲審査枠組みを用いていることが明らかとなる。一方、アメリカで「間接的制約」、
すなわち Sherbert テストで問題とされるような制約類型とそれに対する法義務免除は、
そもそも最高裁の議論の埒外に置かれていることが明らかとなった。 
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（3）アメリカ・日本の思想・良心の自由の学際的分析 
 課題三に対応するこの観点については、COVID-19 のパンデミックの影響で渡米が
かなわなかったこともあり、研究を完了することができなかった。 
 この観点に関する研究としては、アメリカにおける「人権の武器化」についての研究
業績を挙げることができた。 

「人権の武器化」とは、保守派が「アメリカ的」とされる価値観を守るために、リベ
ラル派が形成してきた人権保護理論を訴訟戦略に用い、マイノリティー保護を目指す経
済・社会福祉立法を無効としようとする試みと、そのような主張を連邦最高裁が受容す
ることをさす。代表者は、「武器化」の問題の核心は、保守派の訴訟戦略それ自体にあ
るわけではなく、それを受容する連邦最高裁の問題であると位置づけたうえで、連邦最
高裁自身の敵意や無関心が「武器化」の中心的な論点になりうることを指摘した。すで
に Dobbs 判決などで示されているように、妊娠中絶や LGBT の権利をはじめ、アメリ
カで「文化戦争」の争点となる事柄について修正 1 条をもちいて保守派に有利な判決を
引き出し、事実上マイノリティの権利を制約しようとする試みは多く発生している。こ
の問題の研究は、COVID-19 のパンデミックの影響もあり表面的な分析にとどまるが、
課題三でしめしたような学際的な問題意識を発展させる契機となる「武器化」の問題の
位相を明らかにすることができた。 
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